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第３部 資 料 編 
 



〇札響くらぶ会則 
 

制定 平成 8 年 8 月 20 日 設立総会 

改正 平成 9 年 5 月 24 日 

平成 10 年 6 月 9 日 

平成 16 年 6 月 5 日 

平成 18 年 4 月 22 日 

 

   第１章 総則 

 （名称） 

第１条 この会は、「札響くらぶ」と称する。 

 （事務局） 

第２条 札響くらぶの事務局を、札幌市中央区中島

公園 1 番 15 号（札幌コンサートホール）財団法

人札幌交響楽団内に置く。 

 （目的） 

第３条 札響くらぶは、札幌交響楽団（以下「札響」

という。）の演奏を楽しみ、その活動を支援する

とともに、会員相互の交流を図り、併せて音楽文

化の普及、発展、向上に寄与することを目的とす

る。 

 （事業） 

第４条 札響くらぶは、前条の目的を達成するため、

次の事業を行うものとする。 

 (1) 会員の募集 

 (2) 札響定期会員の普及と拡大 

 (3) 会報「札響くらぶ」の発行 

 (4) ホームページの管理運営等広報活動 

 (5) コンサートの開催 

 (6) 会員と札響団員及び会員相互の交流の促進 

 (7) 札響演奏会の練習見学会の開催 

 (8) 他の交響楽団のフアンクラブ組織との交流 

 (9) その他目的を達成するために必要な事業 

   第２章 会員 

 （会員） 

第５条 札響くらぶの会員は、第 3条の目的に賛同

する者とする。 

２ 会員は、一般会員とファミリー会員とする。 

３ 一般会員は、1個人として入会した者とする。 

４ ファミリー会員は、一般会員の家族とする。 

 （会員の入会） 

第６条 札響くらぶの会員として入会しようとす

る者は、入会申込書により申し込むものとする。 

 （会費） 

第７条 会費は、次のとおりとする。 

 (1) 一般会員は、年額 2,500 円（うち、500 円は

札幌交響楽団支援金に充てる。） 

 (2) ファミリー会員は、1人につき年額 1,000 円 

２ 会員は、入会時に入会年度の会費を支払うもの

とする。 

３ 会員は、入会年度の翌年度以降の会費は、札響

くらぶから送付される会費振込依頼書より、当該

年度の会費を支払うものとする。 

 （会員の退会及び資格の喪失） 

第８条 会員は、退会届を提出することにより、任

意に退会することができる。 

２ 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、

その資格を喪失する。 

 (1) 本人が死亡したとき。 

 (2) 継続して１年以上会費を滞納したとき。 

   第３章 役員 

 （役員） 

第９条 札響くらぶに、次の役員を置く。 

 (1) 会   長  1 人 

 (2) 副 会 長 若干名 

 (3) 事務局長  1 人 

 (4) 事務局次長 若干名 

 (5) 会   計  1 人 

 (6) 会計監査  2 人 

２ 札響くらぶの運営に関し、必要な助言を受ける

ため、顧問を置くことができる。 

 （選任等） 

第１０条 会長及び会計監査は、会員の互選により、

総会において選任する。 

２ 副会長、事務局長、事務局次長及び会計は、運

営スタッフのうちから会長が指名する。 

３ 顧問は、会長が委嘱する。 

 （役員の任務） 

第１１条 会長は、札響くらぶを代表し、その会務

を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があると

き又は欠けたときは、その職務を代理する。 

３ 事務局長は、札響くらぶの事務を統括し、会長

及び副会長に事故があるとき又は欠けたときは、

その職務を代理する。 

４ 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に
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事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代

理する。 

５ 会計は、札響くらぶの会計事務を処理し、収入

及び支出の状況を総会に報告する。 

６ 会計監査は、会計の状況を監査し、総会に報告

する。 

７ 顧問は、運営スタッフ会議に出席し、札響くら

ぶの運営に関し、必要な助言を行うものとする。 

 （役員の任期） 

 

第１２条 札響くらぶの役員の任期は２年とする。

ただし、再任を妨げない。 

   第４章 会議 

 （総会） 

第１３条 総会は、札響くらぶの最高意思決定機関

とし、会長が 1年に 1回これを招集し、役員の選

任、重要な事業計画、予算及び決算を審議する。 

２ 会長は、必要が生じたときは、臨時に総会を招

集することができる。 

３ 総会は、出席会員の多数決によって議決する。 

 （運営スタッフ会議） 

第１４条 札響くらぶの事業運営に関する事項を

審議するため、運営スタッフ会議を設置する。 

２ 運営スタッフ会議は、総会に次ぐ意思決定機関

とする。 

３ 運営スタッフ会議は、会長、運営スタッフ及び

会計監査をもって構成する。 

４ 運営スタッフは、会員のうちから会長が指名す

る。 

５ 運営スタッフ会議は、次の事項を協議する。 

 (1) 総会に付議すべき事項 

 (2) 総会の議決した事業計画の執行に関する事

項 

 (3) その他総会の議決を要しない事業の執行に

関する事項 

６ 運営スタッフ会議は、毎月 1回開催する。ただ

し、必要があるときは 1回以上開催することがで

きる。 

 （コンサート実行委員会） 

第１５条 コンサート実行委員会（以下「実行委員

会」という。）は、コンサートを開催する都度設

置する。 

２ 実行委員会の委員は、会長及び運営スタッフを

もって充てる。 

３ 実行委員会に委員長を置き、委員の互選により

選任する。 

４ 実行委員会に会計責任者を置き、委員のうちか

ら選任する。 

   第５章 会計 

 （会計の種類） 

第１６条 会計は、普通会計及び特別会計とする。 

２ 普通会計は、札響くらぶの運営に関する会計と

する。 

３ 特別会計は、コンサートの運営に関する会計及

び札幌交響楽団支援に関する会計とする。 

 （札幌交響楽団支援特別会計） 

第１７条 札幌交響楽団支援特別会計（以下「支援

会計」という。）を置く。 

２ 支援会計は、札響くらぶコンサート運営費、札

響定期会員の拡大に要する経費、法人維持会員会

費及び札響支援に要する経費の支出に充てるこ

とができる。 

３ 支援会計は、他の会計と区分して処理する。 

 （会計年度） 

第１８条 札響くらぶの会計年度は、毎年 4月 1日

に始まり、翌年 3月 31 日に終わる。 

 （会計報告及び決算） 

第１９条 札響くらぶの会計報告、収支計算書等決

算に関する書類は、毎会計年度終了後、速やかに、

会長が作成し、会計監査の監査を受け、総会の議

決を経なければならない。 

２ 決算において剰余金が生じたときは、次会計年

度に繰り越すものとする。 

   第６章 雑則 

 （細則） 

第２０条 この会則の施行及び札響くらぶの運営

について必要な細則は、運営スタッフ会議で協議

し、会長がこれを定める。 

   附 則 

 この会則は、平成 8年 8月 20 日から施行する。 

   附 則 

 この会則は、平成 9 年 5 月 24 日から施行し、平

成 9年 4月 1日から適用する。 

   附 則 

 この会則は、平成 10 年 6 月 9 日から施行し、平

成 10 年 4 月 1日から適用する。 

   附 則 

 この会則は、平成 16 年 6 月 5 日から施行し、平

成 16 年 4 月 1日から適用する。 

   附 則 

 この会則は、平成 18 年 4 月 22 日から施行し、平

成 18 年 4 月 1日から適用する。 
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